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2018年10月31日　第30回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会

医薬・生活衛生局生活衛生課

○日時

 ○場所

○出席者

市川　まりこ （一般財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント）

遠藤　弘良 （聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科長）

小熊　栄 （日本労働組合総連合会 社会政策局長）

片岡　佳和 （株式会社日本政策金融公庫常務取締役）

倉持　繁夫 （全国食肉生活衛生同業組合連合会理事）

小池　広昭 （全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長）

後藤　巻則 （早稲田大学大学院法務研究科教授）

笹尾　勝 （全国社会福祉協議会理事・事務局長）

佐々木　伸一 （全国興行生活衛生同業組合連合会会長代理）

佐野　真理子 （主婦連合会 参与）

武井　寿 （早稲田大学商学学術院教授）

多田　計介 （全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長）

西尾　チヅル （筑波大学大学院ビジネスサイエンス系教授）

藤田　育美 （全国地域婦人団体連絡協議会常任理事）

三村　優美子 （青山学院大学経営学部教授）

山縣　正 （全国すし商生活衛生同業組合連合会会長）

山本　裕子 （大東文化大学法学部教授）

吉井　眞人 （全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長）

金井　正之 （全日本美容業生活衛生同業組合連合会事務局長）

若竹　敦史 （全国すし商生活衛生同業組合連合会事務局長）

○議題

○議事

　        　 　議事録（PDF：512KB）

本件に関する問い合わせ先： 医薬・生活衛生局生活衛生課

代表電話：03-5253-1111

平成３０年１０月３１日（水）１５：００～１７：００

厚生労働省　共用第９会議室（２０階）

（１）振興指針改正時期の見直しについて
（２）美容業、飲食店営業（すし店）の振興指針改正について
（３）美容業の標準営業約款の変更について
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